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は
じ
め
に

不
動
院
は
、
茨
城
県
稲
敷
市
江
戸
崎
に
所
在
す
る
医
王
山
東
光
寺
と
号
す
る
天
台
宗
の
古

刹
で
あ
る
。
寺
伝
で
は
、
慈
覚
大
師
円
仁
の
開
創
と
伝
え
、
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
土
岐

原
景
成
を
檀
越
に
比
叡
山
無
動
寺
の
幸
誉
法
印
を
迎
え
て
開
山
と
し
、
本
尊
は
不
動
明
王
。

随
風
と
名
乗
っ
て
い
た
頃
の
天
海
（
一
五
三
六
〜
一
六
四
三
）
が
、
天
正
十
八
年
（
一
五
九

〇
）
か
ら
約
十
七
年
間
住
職
を
務
め
、
江
戸
時
代
に
は
天
台
宗
の
学
問
所
で
あ
る
関
東
八
檀

林
の
一
つ
と
し
て
も
栄
え
た
。

こ
の
不
動
院
に
、
慈
眼
大
師
天
海
の
真
影
と
伝
え
る
画
像
一
幅
と
、
同
じ
く
天
海
自
筆
と

伝
え
る
「
東
照
宮
名
號
（
東
照
三
所
権
現
宝
号
）」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
、
近
年
不
動
院
並
び
に
稲
敷
市
文
化
財
保
護
課
の
御
厚
意
に
よ
り
、
本
作
を
精
査

す
る
機
会
を
得
、
そ
の
優
れ
た
作
柄
と
図
様
上
極
め
て
興
味
深
い
特
色
を
有
す
る
事
が
確
認

さ
れ
た
。
近
年
、
天
海
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
神
格
化
さ
れ
た
徳
川
家
康
像
（
東
照
権
現

像
）
に
関
す
る
研
究
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
。
ま
た
、
宗
教
史
や
歴
史
分
野
に
お
け
る
天
海

研
究
が
厚
い
蓄
積
を
な
し
て
い
る
一
方
、
天
海
画
像
に
関
す
る
研
究
は
、
千
田
公
明
氏
の
論

考
以
後
、
個
別
の
紹
介
あ
る
い
は
天
海
の
も
と
で
制
作
し
た
絵
師
に
関
す
る
研
究
は
な
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
美
術
史
分
野
で
の
天
海
画
像
に
関
す
る
研
究
の
進
展
は
さ
ほ
ど
見
ら
れ
な

い
。そ

こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
天
海
画
像
研
究
に
お
け
る
基
礎
的
資
料
の
一
つ
と
し
て
、
そ

①

②

③

④

⑤

⑥

の
概
要
を
紹
介
し
、
図
様
や
技
法
の
考
察
、
伝
来
の
再
考
な
ど
を
行
い
若
干
の
私
見
を
加
え

た
い
。

Ⅰ
　
概
要

不
動
院
所
蔵
「
慈
眼
大
師
真
影
」
一
幅
　
図
①

　
図
様
は
、
畳
の
上
に
敷
か
れ
た
繧
繝
縁
の
上
畳
の
上
に
、
右
手
に
檜
扇
左
手
に
念
珠
を
持

ち
、
法
衣
の
上
に
袈
裟
を
つ
け
て
横
被
を
右
肩
に
掛
け
、
白
い
帽
子
を
冠
る
老
相
の
天
海
を

描
く
。
畳
の
先
に
は
板
敷
の
縁
が
描
か
れ
て
お
り
、
頭
上
に
は
巻
き
上
げ
ら
れ
た
御
簾
、
二

か
所
で
結
ば
れ
た
幔
幕
を
描
き
、
画
面
上
部
に
賛
を
伴
う
。

図①　 不動院所蔵「慈眼大師真影」

【
研
究
ノ
ー
ト
】不

動
院
所
蔵
「
慈
眼
大
師
真
影
」
紹
介
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次
に
基
本
的
な
デ
ー
タ
を
記
す
。

　
絹
本
着
色
　
一
幅

　
　
本
紙
　
縦
八
四
・
八
セ
ン
チ
　
横
三
二
・
〇
セ
ン
チ

　
　
本
紙
は
、
上
か
ら
二
八
・
二
セ
ン
チ
の
御
簾
の
上
の
箇
所
に
亀
裂
が
認
め
ら
れ
る
。

　
賛
文

　
　「
諸
法
従
本
来
　
常
自
寂
滅
相
　
佛
子
行
道
己
　
来
世
得
作
佛
」

　
　「
天
海
」
署
名
と
花
押

　
裱
背
墨
書
（
軸
裏
）

　
　「
慈
眼
大
師
真
影
　
眞
筆
賛
　
江
戸
崎
不
動
院
」

　
桐
外
箱
表
　
墨
書
銘
　

　
　「
慈
眼
大
師
眞
影
　
眞
筆
賛
　
不
動
院
常
什
」

　
桐
内
箱
蓋
表
　
金
字
書
　
図
⑤

　
　「
慈
眼
大
師
真
影
　
真
筆
賛
　
　
　
江
戸
崎
　
不
動
院
常
什
」

　
桐
内
箱
蓋
裏
　
金
字
書
　
図
⑥

　
　「
元
禄
五
年
壬
申
仲
秋
吉
辰
　
　
　
　
當
院
十
八
世
亮
海
寄
附
」

Ⅱ
　
図
様
の
検
討

１
　
全
体

　
画
面
上
段
に
は
、
巻
き
上
げ
ら
れ
た
御
簾
と
の
間
に
赤
い
線
を
引
き
、
四
行
に
わ
た
る
天

海
の
賛
と
署
名
花
押
が
記
さ
れ
る
。
賛
の
料
紙
に
は
金
砂
子
が
蒔
か
れ
、
桜
の
花
が
描
か
れ

る
。
七
宝
繋
ぎ
の
紋
様
を
入
れ
た
御
簾
の
下
に
は
、
二
か
所
を
結
ん
だ
幔
幕
が
描
か
れ
、
緑

青
地
に
雲
紋
を
あ
し
ら
い
、
丸
に
二
引
両
の
家
紋
が
金
泥
で
描
か
れ
て
い
る
。

図⑤　内箱蓋表図⑥　内箱蓋裏

画
面
中
央
に
は
、
高
麗
縁
の
畳
の
上
に
敷
か
れ
た
繧
繝
縁
の
上
畳
に
老
相
の
天
海
を
描
く
。

天
海
は
、
雲
紋
の
赤
地
の
僧
綱
襟
の
袍
の
上
に
蓮
華
唐
草
の
袈
裟
を
纏
い
、
右
肩
に
横
被
を

掛
け
白
の
帽
子
（
も
う
す
）
を
被
り
、
右
手
に
檜
扇
左
手
に
数
珠
を
握
る
。

画
面
下
部
に
は
、
板
敷
と
思
わ
れ
る
縁
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

２
　
賛

画
面
の
最
上
段
に
は
四
行
に
わ
た
る
賛
文
「
諸
法
従
本
来
　
常
自
寂
滅
相
　
佛
子
行
道
己
　

来
世
得
作
佛
」
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
行
を
改
め
や
や
離
れ
た
隅
の
箇
所
に
「
天
海
」
の
署

名
と
花
押
が
書
か
れ
る
。
賛
文
の
内
容
は
『
法
華
経
』
方
便
品
か
ら
の
引
用
で
、
他
の
天
海

像
に
お
い
て
も
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
句
で
あ
る
。

四
行
か
ら
な
る
賛
は
、
最
初
の
一
文
字
を
交
互
に
下
げ
、
文
字
の
大
小
、
墨
の
濃
淡
に
抑

揚
を
つ
け
た
行
書
体
の
メ
リ
ハ
リ
の
利
い
た
書
風
が
、
高
い
視
覚
的
効
果
を
生
ん
で
い
る
。

更
に
、
勢
い
の
あ
る
伸
び
や
か
な
線
で
描
か
れ
た
独
特
の
花
押
は
、
目
を
引
き
付
け
鑑
賞
者

を
絵
に
劣
ら
ず
書
の
鑑
賞
へ
と
誘
う
。

し
か
も
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
剥
落
し
て
微
か
に
し
か
見
え
な
い
が
、
先
に
述
べ
た
如
く
、

賛
の
部
分
は
優
美
な
装
飾
料
紙
の
よ
う
に
金
砂
子
が
蒔
か
れ
、
金
泥
に
よ
る
桜
の
花
が
散
ら

さ
れ
て
い
る
。
当
初
は
色
鮮
や
か
な
絵
像
と
相
ま
っ
て
、
全
体
は
大
変
華
や
か
な
印
象
を
生

ん
で
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
賛
の
部
分
と
絵
の
間
は
赤
い
線
で
区
切
ら
れ
、
そ
の
下
に
御
簾
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

前
述
し
た
よ
う
に
御
簾
と
幔
幕
の
間
に
亀
裂
が
認
め
ら
れ
、
貼
り
合
わ
せ
た
可
能
性
も
考
え

ら
れ
る
。

な
お
、
本
作
の
賛
が
天
海
自
筆
の
賛
で
あ
る
か
の
判
断
は
慎
重
を
要
す
る
の
で
、
今
後
の

課
題
と
し
た
い
が
、
現
時
点
で
は
、
天
海
自
筆
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
天
海
の
筆
の
特
徴

を
熟
知
し
た
人
物
が
、
天
海
の
書
に
倣
っ
て
、
停
滞
な
く
筆
を
運
ん
だ
も
の
と
考
え
た
い
。

３
　
絵
像

〈
御
簾
と
幔
幕
〉

御
簾
や
幔
幕
を
背
景
と
す
る
画
面
構
成
は
、「
元
三
（
慈
恵
）
大
師
像
」
と
い
っ
た
天
台

系
高
僧
像
や
、
天
海
が
そ
の
麾
下
の
専
門
絵
師
達
に
描
か
せ
た
「
山
王
曼
荼
羅
」
等
の
垂
迹

画
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
先
行
す
る
天
台
系
絵
画
を
参
考
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

だ
。
ま
た
、
家
康
を
神
格
化
し
た
「
東
照
権
現
像
」
と
同
様
、
天
海
を
宮
殿
内
に
祀
る
形
式

と
い
え
る
。
幔
幕
に
家
紋
を
あ
し
ら
う
図
様
も
、
他
の
「
天
海
像
」
や
「
東
照
権
現
像
」
に

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

⑦

⑧

⑨

－ 2－



そ
の
雲
紋
を
あ
し
ら
っ
た
緑
青
地
の
幔
幕
に
、
金
泥
で
く
っ
き
り
と
描
か
れ
る
丸
に
二
引

両
の
紋
様
は
、
埼
玉
慈
光
寺
や
常
光
院
所
蔵
天
海
像
な
ど
に
も
描
か
れ
て
お
り
、
東
叡
山
寛

永
寺
の
開
山
堂
表
門
や
川
越
喜
多
院
の
慈
眼
堂
に
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
天
海
を
象
徴
す

る
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
と
い
え
る
。

〈
像
容
〉

注
目
す
べ
き
は
、
繧
繝
縁
の
上
畳
の
上
に
正
式
な
法
服
に
身
を
包
ん
で
座
す
天
海
像
の
図

様
で
あ
る
。
こ
の
図
様
は
、
上
野
寛
永
寺
の
子
院
本
覚
院
や
栃
木
下
久
田
の
全
水
寺
（
新
宗

光
寺
改
称
）
に
所
蔵
さ
れ
る
天
海
像
と
、
そ
の
基
本
構
成
を
共
有
し
表
現
の
上
で
も
近
似
性

を
示
す
こ
と
が
今
回
確
認
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
れ
ら
を
所
有
す
る
寺
院
が
、
天
海
を
基
点
と

し
て
不
動
院
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
な
お
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
天
海

像
の
一
つ
の
規
範
的
図
像
及
び
そ
れ
を
共
有
し
た
絵
師
の
問
題
と
し
て
、
後
述
す
る
こ
と
と

し
た
い
。

次
に
本
作
の
造
形
的
表
現
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
。

Ⅲ
　
表
現

賦
彩
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
発
色
の
良
い
顔
料
を
用
い
た
華
や
か
な
色
調
で
あ
る
。
殊
に

袈
裟
や
横
被
の
華
麗
な
紋
様
は
、
色
数
も
多
く
一
際
鮮
や
か
に
表
現
さ
れ
、
朱
の
袍
と
相

ま
っ
て
装
飾
性
豊
か
な
画
面
を
生
み
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
緑
青
地
の
幔
幕
に
描
か
れ
る
金

泥
の
家
紋
も
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
い
。

運
筆
は
確
か
で
、
衣
文
線
は
墨
線
の
淵
に
朱
を
重
ね
る
と
い
っ
た
丁
寧
な
仕
上
げ
を
見
せ
、

打
ち
込
み
が
目
立
つ
線
描
に
も
停
滞
が
な
い
。
顔
貌
表
現
は
細
い
緊
張
感
の
あ
る
線
に
よ
っ

て
、
眼
光
鋭
い
老
相
の
引
き
締
ま
っ
た
風
格
あ
る
顔
立
ち
を
写
実
的
に
描
写
し
、
天
海
の
人

と
な
り
を
感
じ
さ
せ
る
。
殊
に
複
雑
な
耳
朶
の
構
造
や
墨
線
の
毛
描
に
胡
粉
を
加
え
た
白
髪

の
眉
毛
、
虹
彩
に
金
泥
を
さ
し
た
細
く
鋭
い
眼
の
上
に
引
か
れ
た
二
重
の
線
、
窪
ん
だ
目
じ

り
の
皺
な
ど
、
細
部
に
わ
た
る
丁
寧
な
描
写
が
注
目
さ
れ
る
。
更
に
、
膚
に
朱
を
さ
し
微
妙

な
陰
影
を
つ
け
て
そ
の
膨
ら
み
を
表
現
し
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。

そ
の
一
方
、
顔
の
部
分
が
法
服
か
ら
前
に
幾
分
突
き
出
し
、
や
や
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
い

る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
ま
た
、
像
主
の
背
後
を
塗
り
込
め
る
浅
葱
色
の
地
の
処
理
の
仕

方
は
、
他
の
天
海
像
に
類
例
を
見
出
せ
な
い
。
塗
り
方
も
粗
雑
で
擦
れ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

更
に
画
面
下
方
の
板
敷
の
縁
の
表
現
は
平
板
で
、
や
や
違
和
感
を
覚
え
さ
せ
る
。

以
上
が
本
作
の
現
状
だ
が
、
今
回
の
調
査
に
よ
り
、
そ
の
図
様
の
一
部
に
制
作
過
程
に
お

⑩

け
る
変
更
、
あ
る
い
は
完
成
後
に
於
け
る
改
変
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
痕
跡
が
確
認
さ
れ

た
。
次
に
そ
の
箇
所
に
つ
い
て
述
べ
る
。

Ⅳ
　
図
様
の
変
更
あ
る
い
は
改
変

１
　
鶴
の
モ
チ
ー
フ

変
更
あ
る
い
は
改
変
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
図
様
は
二
ヶ
所
で
、
先
に
指
摘
し
た
不
自
然

さ
を
感
じ
さ
せ
る
縁
の
部
分
と
像
主
の
上
畳
の
左
横
の
畳
の
上
で
あ
る
。
縁
の
上
に
は
鶴
二

羽
あ
る
い
は
三
羽
（
不
確
実
）
の
姿
が
、
そ
し
て
畳
の
上
に
は
水
瓶
ら
し
き
形
象
が
描
か
れ

て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
図
⑦

先
ず
上
か
ら
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
鶴
の
モ
チ
ー
フ
は
、
恐
ら
く
徳
川
三
代
将
軍

家
光
（
一
六
〇
四
〜
五
一
）
が
、
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
江
戸
城
内
に
東
照
廟
の
遷
宮

を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
瑞
鳥
白
鶴
二
羽
が
舞
い
降
り
て
き
た
た
め
、
天
海
は
漢
の
宣
帝
の
先
例

を
引
い
て
こ
の
奇
瑞
を
祝
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
テ
ー

図⑦　鶴と水瓶部分

図④　 日光山輪王寺所蔵
「慈眼大師画像」
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マ
は
「
東
照
社
縁
起
絵
巻
」
第
四
巻
（
日
光
東
照
宮
蔵
）
の
中
に
も
描
か
れ
て
お
り
、
家
光

の
祖
父
家
康
へ
の
敬
慕
の
念
、
そ
し
て
天
海
と
家
光
の
親
密
な
関
係
を
印
象
付
け
る
場
面
の

一
つ
で
も
あ
る
。

更
に
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
そ
の
鶴
の
モ
チ
ー
フ
を
共
有
す
る
天
海
像
が
、
日
光
輪
王
寺

に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
図
④
　
日
光
山
輪
王
寺
所
蔵
の
「
慈
眼
大
師

画
像
」
に
は
、
鶴
二
羽
と
雛
五
羽
が
天
海
の
前
で
戯
れ
、
天
海
の
背
後
に
は
同
じ
く
吉
祥
を

意
味
す
る
松
が
描
か
れ
て
い
る
。
像
主
の
向
き
は
逆
で
袈
裟
横
被
の
紋
様
も
異
な
る
の
で
、

本
作
と
の
直
接
的
な
関
係
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
天
海
の
図
像
の
一
つ
と
し
て
、

瑞
鳥
白
鶴
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
テ
ー
マ
と
し
た
と
思
し
き
図
像
が
存
在
し
、
本
作
の
痕
跡
に
は

そ
う
し
た
図
様
と
の
関
連
が
推
察
さ
れ
る
。
も
し
、
瑞
鳥
白
鶴
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
の
関
係
が

明
ら
か
と
な
れ
ば
、
本
作
は
少
な
く
と
も
寛
永
十
四
年
以
後
の
制
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

２
　
水
瓶
の
モ
チ
ー
フ

水
瓶
は
、
高
僧
像
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
モ
チ
ー
フ
で
、
像
主
は
曲

あ
る
い
は
礼
盤
に

座
す
図
様
で
描
か
れ
、
他
の
天
海
像
に
も
こ
の
形
式
に
よ
る
作
品
が
複
数
存
在
す
る
。
恐
ら

く
、
先
行
す
る
伝
教
大
師
像
や
元
三
大
師
像
と
い
っ
た
天
台
系
の
肖
像
画
に
倣
っ
た
も
の
で
、

こ
の
伝
統
的
な
図
像
を
尊
重
し
た
ス
タ
イ
ル
は
、
慈
眼
大
師
天
海
の
宗
教
的
権
威
を
よ
り
強

く
印
象
付
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
本
作
の
場
合
、
像
主
が
高
麗
縁
の
畳
の
上
に
更
に
繧

繝
縁
の
上
畳
を
敷
く
形
式
を
採
用
し
た
時
点
で
、
変
更
が
加
え
ら
れ
た
可
能
性
な
ど
も
考
え

ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
高
麗
縁
の
畳
の
後
部
の
縁
の
描
き
方
も
や
や
不
自
然
で
、
繧
繝
縁
の

上
畳
が
一
部
宙
に
浮
く
よ
う
な
結
果
を
生
ん
で
い
る
。

３
　
青
い
地
の
背
景

　
最
後
に
、
今
回
明
確
な
変
更
の
痕
跡
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
像
主
の
背
後
に
塗
ら
れ

た
青
い
地
の
背
景
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
処
理

の
仕
方
は
珍
し
く
、
塗
り
方
も
粗
雑
で
殊
に
像
主
の
周
り
は
色
が
こ
す
り
落
と
さ
れ
た
よ
う

な
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
現
時
点
で
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
原
因
は
わ
か
ら
ず
、
当

初
か
ら
塗
ら
れ
て
い
た
か
も
疑
問
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
下
に
変
更
の
痕
跡
が
隠
れ
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
像
主
が
曲

に
座
す
と
い
っ
た
よ
う

な
図
像
の
採
用
が
検
討
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
現
時
点
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
痕
跡
が
制
作
途
中
の
変
更
か
、
完
成
作
の
改
変
か
の

判
断
は
保
留
と
し
た
い
。

⑪

⑫

⑬

Ⅴ
　
図
像
を
共
有
す
る
天
海
像

次
に
、
先
に
挙
げ
た
本
作
の
天
海
像
の
像
容
と
そ
の
基
本
的
図
像
、
描
法
の
上
か
ら
非
常

に
近
い
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
作
品
に
つ
い
て
紹
介
し
、
比
較
検
討
す
る
。
前
述
し
た
よ

う
に
、
所
蔵
す
る
寺
院
は
本
覚
院
と
全
水
寺
、
い
ず
れ
も
天
海
を
介
し
て
不
動
院
と
は
密
接

な
関
係
に
あ
る
。

そ
こ
で
先
ず
、
本
作
の
像
主
で
あ
る
天
海
と
不
動
院
、
更
に
全
水
寺
や
本
覚
院
と
の
関
係

に
つ
い
て
簡
略
に
述
べ
る
。

１
　
天
海
と
不
動
院
・
全
水
寺
・
本
覚
院

　
本
作
の
像
主
慈
眼
大
師
（
天
海
）
は
、
会
津
高
田
の
生
ま
れ
、
生
年
に
関
し
て
は
不
明
だ

が
、
現
在
は
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
説
が
有
力
で
没
年
は
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
十

月
二
日
。
尊
号
は
南
光
坊
、
院
号
は
智
楽
院
、
諡
号
は
慈
眼
大
師
、
徳
川
家
康
（
一
五
四 

二
〜
一
六
一
六
）、
秀
忠
（
一
五
七
八
〜
一
六
三
二
）、
家
光
（
一
六
〇
四
〜
五
一
）
三
代
に

仕
え
重
用
さ
れ
た
。
そ
の
間
、
比
叡
山
延
暦
寺
や
日
光
山
輪
王
寺
の
復
興
に
尽
力
す
る
と
共

に
、
関
東
の
天
台
宗
を
東
叡
山
寛
永
寺
中
心
に
統
括
し
、
死
後
の
家
康
を
山
王
一
実
神
道
に

よ
り
東
照
権
現
と
し
て
神
格
化
す
る
な
ど
、
江
戸
幕
府
初
期
の
政
治
、
宗
教
政
策
に
深
く
関

与
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
前
半
生
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
。

①
不
動
院

そ
の
天
海
が
、
歴
史
に
随
風
と
名
乗
っ
て
登
場
す
る
の
が
、
本
作
を
所
蔵
す
る
江
戸
崎
不

動
院
の
住
持
と
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

不
動
院
は
、
寺
伝
に
よ
る
と
慈
覚
大
師
を
開
基
と
し
、
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
土
岐
原

景
成
を
檀
越
に
比
叡
山
無
動
寺
の
幸
誉
上
人
を
開
山
と
し
て
創
建
。
医
王
山
東
光
寺
と
号
し
、

不
動
明
王
を
本
尊
と
す
る
天
台
宗
の
寺
院
で
あ
る
。
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
土
岐
氏
に

代
わ
っ
て
蘆
名
義
弘
（
一
五
七
五
〜
一
六
三
一
）
が
江
戸
崎
城
主
と
な
り
、
随
風
と
名
乗
っ

て
い
た
天
海
を
不
動
院
に
招
聘
、
天
海
は
そ
の
後
十
七
年
間
住
職
を
務
め
た
と
さ
れ
、
慶
長

四
年
（
一
五
九
九
）
に
は
川
越
無
量
寿
寺
（
喜
多
院
）
と
兼
住
、
更
に
同
十
八
年
に
は
日
光

輪
王
寺
の
住
持
と
な
り
、
着
々
と
関
東
天
台
宗
の
再
編
成
を
進
め
て
い
っ
た
。

②
全
水
寺

そ
の
天
海
が
不
動
院
と
川
越
喜
多
院
を
兼
帯
し
て
い
た
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
に
、
宗

光
寺
第
十
八
世
亮
弁
の
要
請
に
よ
り
管
理
を
ま
か
さ
れ
た
の
が
、
下
久
田
の
新
宗
光
寺
（
後

⑭

⑮
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の
全
水
寺
）
で
あ
る
。
全
水
寺
は
、
寺
伝
に
よ
れ
ば
慈
覚
大
師
円
仁
の
開
創
、
中
興
開
山
は

宗
光
寺
第
十
八
世
亮
弁
と
す
る
天
台
宗
の
古
刹
で
あ
る
。
天
海
は
翌
慶
長
九
年
、
宗
光
寺
第

二
十
世
（
十
九
世
）
の
法
統
を
継
ぎ
、
新
宗
光
寺
は
寺
号
を
全
水
寺
と
改
称
し
て
い
る
。

元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
家
康
が
死
去
し
、
天
海
の
主
張
し
た
権
現
号
が
採
用
さ
れ
「
東

照
大
権
現
」
が
勅
賜
さ
れ
る
と
、
遺
体
は
翌
年
日
光
山
奥
院
に
移
さ
れ
、
神
号
は
東
照
社
に

奉
安
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）、
天
海
は
上
野
に
東
叡
山
寛
永
寺
を
建

立
し
、
関
東
天
台
宗
寺
院
再
編
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ

た
。

③
本
覚
院

そ
の
寛
永
寺
の
有
力
な
子
院
の
一
つ
と
し
て
、
寛
永
十
四
年
に
天
海
の
弟
子
最
教
院
晃
海

に
よ
り
開
か
れ
た
の
が
本
覚
院
で
あ
る
。
晃
海
は
、
天
海
の
関
東
天
台
宗
寺
院
再
編
計
画
を

推
進
す
る
有
能
な
弟
子
の
一
人
で
、
寛
永
寺
初
代
執
当
を
務
め
て
い
る
。
そ
し
て
寛
永
二
十

年
十
月
二
日
、
天
海
が
寛
永
寺
本
覚
院
に
て
死
去
し
た
後
、
晃
海
は
、
承
応
元
年
（
一
六
五

二
）
に
不
動
院
第
十
三
世
と
し
て
住
持
し
、
不
動
院
の
本
末
関
係
の
整
備
、
規
範
の
徹
底
及

寺
宝
の
修
復
と
い
っ
た
こ
と
を
行
い
、
そ
の
充
実
を
計
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

２
　
三
作
品
の
比
較
検
討

そ
こ
で
、
次
に
本
作
（
以
後
不
動
院
本
と
略
称
）
と
本
覚
院
本
、
全
水
寺
本
の
図
様
比
較

を
行
う
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
は
本
覚
院
本
と
全
水
寺
本
の
基
礎
デ
ー
タ
を
示
す
。

①
　
基
礎
デ
ー
タ

　
　
本
覚
院
所
蔵
「
天
海
僧
正
画
像
」　
絹
本
着
色
　
一
幅
　
　
図
②

　
　
　
　
　
縦
九
七
・
四
セ
ン
チ
、
横
四
九
・
二
セ
ン
チ

　
　
全
水
寺
所
蔵
「
慈
眼
大
師
像
」　
紙
本
着
色
　
一
幅
　
　
図
③

　
　
　
　
　
縦
八
七
・
四
セ
ン
チ
、
横
四
三
・
二
セ
ン
チ

　
　
不
動
院
所
蔵
「
慈
眼
大
師
真
影
」
絹
本
着
色
　
一
幅
　
　
図
①

　
　
　
　
　
縦
八
四
・
八
セ
ン
チ
　
横
三
二
・
〇
セ
ン
チ

　
こ
の
デ
ー
タ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
本
紙
の
サ
イ
ズ
は
、
本
覚
院
本
、
全
水
寺
本
、
不
動

院
本
の
順
で
、
不
動
院
本
は
他
に
比
べ
て
非
常
に
縦
長
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
全
水
寺
本
が
紙

本
で
あ
る
点
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。

⑯

⑰

⑱⑲

　
次
に
、
構
成
や
図
像
、
表
現
方
法
の
比
較
検
討
に
入
る
こ
と
と
す
る
。

②
　
賛

　
　
⑴
　
賛
文
の
出
典

　
画
面
上
部
に
は
、
三
作
と
も
に
賛
を
伴
う
。
図
⑧
⑨
⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
覚
院
本
と
不
動
院
本
に
は
、
共
通
し
て
『
法
華
経
』
方
便
品
を
出
典
と
し
た
「
諸
法
従

図②　 本覚院所蔵「天海僧正画
像」

図③　 全水寺所蔵「慈眼大師
像」

図⑧　不動院本賛

図⑨　本覚院本賛

図⑩　全水寺本賛
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本
来
　
常
自
寂
滅
相
　
佛
子
行
道
己
　
来
世
得
作
佛
」
の
四
句
が
書
か
れ
る
。
そ
の
文
字
の

書
風
や
字
配
り
な
ど
も
極
め
て
近
い
。
敢
え
て
相
違
を
あ
げ
れ
ば
、
第
三
句
の
「
道
」
が
不

動
院
本
で
は
崩
さ
れ
て
い
て
、
全
体
的
に
よ
り
崩
し
方
が
進
ん
で
い
る
。
な
お
、
本
覚
院
本

に
は
四
句
と
並
ん
で
「
愚
か
な
る
心
を
　
と
め
ぬ
う
つ
し
繪
の
　
か
り
の
す
か
た
は
　
さ
も

あ
ら
は
あ
れ
」
と
い
っ
た
和
歌
が
加
わ
る
。
署
名
は
無
く
「
蹊
墨
」
の
白
文
方
印
と
「
天
海
」

の
朱
文
方
印
が
押
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

　
一
方
全
水
寺
本
に
は
「
實
心
繁
実
境
　
實
縁
次
第
生
　
實
々
迭
相
（
注
）　
自
然
入
實

（
理
）」
の
四
句
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
賛
文
は
、
天
台
祖
師
の
一
人
湛
然
（
七
一
一
〜
七
八
二
）

の
著
作
『
止
観
義
例
』
巻
上
を
出
典
と
し
て
い
る
。
四
句
は
全
て
同
じ
位
置
か
ら
始
め
ら
れ
、

字
配
り
も
大
小
を
付
け
ず
、
整
然
と
し
た
癖
の
な
い
楷
書
に
近
い
書
風
で
書
か
れ
て
お
り
、

他
の
二
本
と
は
明
ら
か
に
相
違
す
る
。
署
名
や
印
は
無
い
。

な
お
、
全
水
寺
本
の
賛
と
同
じ
文
言
が
埼
玉
慈
光
寺
所
蔵
の
天
海
像
に
見
ら
れ
る
。
た
だ
、

慈
光
寺
本
の
賛
は
画
面
の
右
端
に
書
か
れ
、
賛
文
も
右
か
ら
始
ま
り
、
書
風
も
全
水
寺
本
と

は
異
な
る
。
慈
光
寺
本
の
画
像
部
分
は
、
御
簾
や
幔
幕
、
沓
を
配
す
る
点
な
ど
、
不
動
院
本

や
全
水
寺
本
と
共
通
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
像
主
は
逆
向
き
で
、
表
現
の
上
で
も
不
動
院
本

や
他
の
二
本
と
の
直
接
的
関
係
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
な
お
、
全
水
寺
本
の
賛
者
に
関
し
て

は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
⑵
　
不
動
院
本
の
賛
の
特
異
性

　
賛
の
部
分
に
装
飾
を
施
し
て
い
る
の
は
不
動
院
本
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
不
動
院
本
の
字

は
他
二
作
に
比
べ
て
非
常
に
大
き
く
、
賛
の
部
分
は
赤
い
線
に
よ
り
し
っ
か
り
区
画
さ
れ
て

い
る
。
画
像
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
画
面
に
占
め
る
賛
の
割
合
が
非
常
に
大
き
い
な

ど
、
不
動
院
本
の
賛
が
や
や
特
異
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
点
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。
次
に
、

絵
の
図
様
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
。

③
　
図
様

　
　
⑴
　
御
簾
と
幔
幕

不
動
院
本
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
御
簾
や
幔
幕
を
背
景
と
し
て
お
り
、
宮
殿
に
祀
る
形
式

を
示
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
覚
院
本
や
全
水
寺
本
に
は
そ
う
し
た
背
景
は
一
切
描
か
れ
て

い
な
い
。
ま
た
、
不
動
院
本
の
よ
う
に
像
主
の
背
後
を
顔
料
で
塗
り
つ
ぶ
す
よ
う
な
処
理
の

仕
方
も
見
ら
れ
な
い
。

　
　
⑵

　
繧
繝
縁
の
上
畳

　
像
主
は
す
べ
て
繧
繝
縁
の
上
畳
に
座
す
。
不
動
院
本
は
そ
の
下
に
高
麗
縁
の
畳
を
、
更
に

宮
殿
の
板
敷
と
思
し
き
縁
を
描
い
て
い
る
。
本
覚
院
本
は
上
畳
の
下
に
緑
青
を
塗
り
、
畳
を

⑳

表
す
。
全
水
寺
本
は
上
畳
の
前
に
一
揃
い
の
沓
を
描
き
添
え
る
。
沓
を
添
え
る
天
海
像
は
曲

に
座
す
場
合
が
多
い
が
、
前
述
し
た
慈
光
寺
本
に
も
、
水
瓶
と
沓
が
描
か
れ
て
い
る
。
上

畳
の
繧
繝
縁
の
精
緻
さ
は
本
覚
院
本
が
群
を
抜
い
て
い
て
、
不
動
院
本
は
高
麗
縁
の
畳
の
後

方
の
縁
に
、
全
水
寺
本
は
上
畳
の
後
方
の
縁
に
補
彩
、
補
筆
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
⑶
　
像
主
の
図
様

〈
法
服
〉

　
先
ず
法
服
に
つ
い
て
見
る
と
、
僧
綱
襟
の
袍
、
横
被
、
白
の
帽
子
と
い
っ
た
基
本
的
な
図

像
は
三
者
と
も
に
共
通
す
る
。
し
か
し
紋
様
表
現
で
は
、
不
動
院
本
と
本
覚
院
本
が
雲
紋
で

あ
る
の
に
対
し
、
全
水
寺
本
の
袍
に
は
雲
紋
に
龍
紋
を
加
え
る
と
い
っ
た
微
妙
な
相
違
が
み

ら
れ
る
。
賦
彩
に
関
し
て
も
、
不
動
院
本
と
本
覚
院
本
が
、
袍
と
袈
裟
と
も
に
、
地
の
色
調

を
朱
と
茶
と
い
っ
た
暖
色
系
等
で
統
一
す
る
な
ど
明
ら
か
な
近
似
性
を
示
す
の
に
対
し
、
全

水
寺
本
は
袈
裟
に
群
青
と
い
っ
た
青
系
統
の
寒
色
を
用
い
、
袍
と
の
鮮
や
か
な
色
彩
対
比
を

示
し
て
い
る
。

袈
裟
の
紋
様
の
描
き
方
は
、
不
動
院
本
の
場
合
朱
の
地
に
群
青
と
白
の
蓮
華
を
描
き
、
ま

わ
り
を
金
泥
で
縁
取
る
の
に
対
し
、
本
覚
院
本
で
は
、
茶
色
の
地
に
金
泥
の
菱
形
紋
を
敷
き

詰
め
群
青
と
朱
の
蓮
華
を
描
き
、
花
び
ら
の
内
側
に
白
群
や
薄
桃
色
を
加
え
、
更
に
金
泥
で

縁
取
る
と
い
っ
た
入
念
な
装
飾
化
が
図
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
に
は
、
表
現
方

法
に
微
妙
な
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
紋
様
の
形
自
体
は
共
通
し
て
い
る
。
全
水
寺
本
の
場
合

は
、
群
青
地
に
金
泥
で
蓮
華
を
描
く
と
い
っ
た
シ
ン
プ
ル
な
配
色
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
紋

様
の
形
は
前
二
者
と
同
じ
蓮
華
唐
草
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
袍
と
袈
裟
の
色
調
を
対
比
さ

せ
る
傾
向
は
、
聖
衆
来
迎
寺
本
他
、
形
式
を
異
に
す
る
天
海
像
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
所

で
、
あ
る
程
度
賦
彩
に
関
し
て
は
絵
師
の
裁
量
に
任
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

〈
持
物
〉

次
に
持
物
を
見
る
と
、
不
動
院
本
と
全
水
寺
本
が
、
と
も
に
右
手
に
檜
扇
左
手
に
数
珠
を

持
つ
の
に
対
し
、
本
覚
院
本
の
み
、
右
手
は
五
鈷
杵
を
持
つ
と
い
っ
た
決
定
的
な
相
違
を
示

す
。
独
鈷
杵
を
持
物
と
す
る
天
海
像
は
多
い
が
、
五
鈷
杵
は
珍
し
く
、
し
か
も
そ
の
位
置
が

像
主
の
中
心
的
位
置
に
あ
っ
て
非
常
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
い
。

〈
姿
勢
〉

そ
こ
で
次
に
姿
勢
を
見
る
と
、
本
覚
院
本
と
不
動
院
本
の
右
肩
は
袍
の
肩
張
り
を
直
線
で

表
し
、
右
肘
を
張
っ
て
五
鈷
杵
あ
る
い
は
檜
扇
を
握
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、

全
水
寺
本
の
右
肩
は
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
く
曲
線
で
表
さ
れ
、
肘
を
張
る
こ
と
な
く
檜
扇

を
握
っ
て
い
る
。

　

一
方
左
肩
を
見
る
と
、
不
動
院
本
と
全
水
寺
本
は
肘
を
張
ら
ず
、
左
手
を
右
手
よ
り
も
下

㉑
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に
伸
ば
し
て
数
珠
を
握
る
。
そ
れ
に
対
し
、
本
覚
院
本
の
左
手
は
右
手
と
同
じ
く
肘
を
張
り
、

右
手
と
同
じ
高
さ
で
数
珠
を
握
る
と
い
っ
た
緊
張
感
の
あ
る
ポ
ー
ズ
を
と
る
。
こ
の
よ
う
に
、

姿
勢
で
は
、
三
者
三
様
に
微
妙
な
相
違
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
一
方
、
持
物
を
握
る

手
の
爪
先
の
丹
念
な
描
写
な
ど
、
絵
師
の
技
量
は
、
三
者
共
通
し
て
極
め
て
高
い
水
準
を
示

し
て
い
る
。

な
お
姿
勢
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
比
べ
て
み
る
と
、
不
動
院
本
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
顔
の

部
分
が
法
服
か
ら
前
に
突
き
出
す
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
て
、
他
の
二
本
に
比
べ
や
や
不
自
然

さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
老
齢
に
達
し
た
僧
侶
の
猫
背
に
な
っ
た
姿
を
、
そ
の
ま
ま
に

写
し
と
っ
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。

〈
顔
貌
表
現
〉
図
⑪
⑫
⑬

　
全
水
寺
本
は
煤
の
為
か
、
地
色
も
や
や
変
色
し
、
当
初
の
色
彩
が
明
度
を
失
っ
て
い
る
の

が
惜
し
ま
れ
る
が
、
線
描
表
現
は
本
覚
院
本
や
不
動
院
本
に
引
け
を
と
ら
な
い
テ
ク
ニ
ッ
ク

の
高
さ
を
示
す
。

　
法
衣
や
袈
裟
の
衣
文
線
は
三
者
と
も
に
い
ず
れ
も
同
種
の
打
ち
込
み
の
あ
る
引
き
締
ま
っ

た
線
を
用
い
る
が
、
帽
子
の
輪
郭
線
は
本
覚
院
本
が
や
や
硬
い
印
象
を
受
け
る
。
顔
貌
表
現

は
、
い
ず
れ
も
細
い
緊
張
感
の
あ
る
線
で
、
額
の
皴
、
白
髪
の
眉
毛
、
二
重
の
鋭
く
厳
し
い

眼
差
し
と
目
元
の
皴
、
引
き
締
ま
っ
た
口
元
、
そ
の
下
の
三
本
の
皴
や
鼻
の
両
脇
か
ら
下
へ

延
び
る
豊
齢
線
な
ど
を
丁
寧
に
描
い
て
、
実
在
感
の
あ
る
表
現
を
見
せ
る
。
全
水
寺
本
は
紙

本
の
た
め
そ
の
墨
線
の
動
き
が
生
き
生
き
と
み
て
と
れ
る
が
、
殊
に
面
貌
表
現
に
見
ら
れ
る

線
の
し
な
や
か
さ
と
、
下
あ
ご
の
く
び
れ
ま
で
描
く
と
い
っ
た
細
部
に
ま
で
神
経
の
行
き
届

い
た
描
写
は
見
事
で
あ
る
。
ま
た
、
不
動
院
本
で
は
膚
の
上
に
朱
を
指
し
て
微
妙
な
陰
影
を

加
え
立
体
感
も
出
し
て
い
る
点
は
見
逃
せ
な
い
。
と
同
時
に
、
こ
の
三
者
の
顔
貌
表
現
が
同

じ
図
像
を
も
と
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
歴
然
と
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
像
主
に
近
習
す
る
絵

師
が
そ
の
面
貌
を
的
確
な
筆
で
写
し
取
っ
た
紙
形
を
も
と
に
、
あ
る
い
は
そ
の
写
を
も
と
に

制
作
さ
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
以
上
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

図⑪　不動院本顔貌

図⑫　本覚院本顔貌

図⑬　全水寺本顔貌

小
結

１
　 

本
覚
院
本
、
全
水
寺
本
、
不
動
院
本
の
図
様
は
基
本
的
な
構
成
、
像
容
を
共
有
す
る
も

の
で
あ
る
。
特
に
面
貌
表
現
に
お
い
て
は
、
共
通
す
る
紙
形
あ
る
い
は
そ
の
写
を
使
用

し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
色
調
や
紋
様
な
ど
に
関
し
て
は
、
本
覚
院
本
と
不
動
院
本

が
よ
り
強
い
近
似
性
を
示
す
点
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。

２
　 

全
水
寺
本
は
紙
本
な
の
で
、
厳
密
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
表
現
、
描
法
に
お
い

て
も
三
者
は
共
通
す
る
点
が
多
く
、
同
一
系
統
（
流
派
）
に
属
す
る
絵
師
と
推
察
さ
れ

る
。
ま
た
、
そ
の
技
術
は
い
ず
れ
も
非
常
に
高
い
レ
ベ
ル
を
示
す
。
現
段
階
で
は
、
そ

の
描
法
か
ら
狩
野
派
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
が
、
更
に
多
く
の
作
品
調
査
を
行
い

比
較
検
討
し
て
い
き
た
い
。

３
　 

以
上
の
三
者
を
比
較
し
た
結
果
と
し
て
見
え
て
く
る
不
動
院
本
の
特
徴
は
、
賛
の
加
飾

と
御
簾
や
幔
幕
を
加
え
て
天
海
を
宮
殿
に
祀
る
よ
う
な
構
図
を
と
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
構
図
の
意
味
や
機
能
に
つ
い
て
は
、
図
様
変
更
の
問
題
と
併
せ
後
述
す
る
こ
と
と

す
る
。

そ
こ
で
次
に
不
動
院
本
の
制
作
時
期
や
伝
来
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
と
と
も
に
、
不
動

院
本
と
共
通
す
る
箱
書
銘
を
持
つ
「
東
照
宮
名
號
」
を
紹
介
し
、
図
様
変
更
の
理
由
に
関
し

て
若
干
の
私
見
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

Ⅵ
　
制
作
時
期
及
び
伝
来

１
　
箱
書
銘

本
作
自
体
に
そ
の
制
作
年
を
記
す
よ
う
な
記
載
は
認
め
ら
れ
な
い
。
も
し
本
作
の
賛
が
天

海
の
自
筆
で
あ
れ
ば
、
制
作
年
の
下
限
は
彼
の
没
年
で
あ
る
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
自
筆
の
賛
の
判
断
に
は
慎
重
を
要
し
、
よ
り
多
く
の
作
品
と

の
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
そ
の
準
備
は
な
い
た
め
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。次

に
、
本
作
の
変
更
箇
所
の
鶴
が
瑞
鳥
白
鶴
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
に

な
れ
ば
、
そ
の
制
作
の
上
限
は
寛
永
十
四
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
も
あ
く
ま

で
推
論
の
域
を
出
ず
、
今
後
更
に
多
く
の
同
系
統
の
図
様
の
探
索
を
行
い
、
そ
の
蓋
然
性
を

高
め
て
い
き
た
い
。 ㉒
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ま
た
、
本
作
が
本
覚
院
本
と
の
強
い
親
近
性
を
示
す
点
は
無
視
で
き
な
い
。
本
覚
院
を
開

い
た
最
教
院
晃
海
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
天
海
の
最
も
有
能
な
弟
子
の
一
人
で
あ
り
、
し
か

も
不
動
院
第
十
三
世
と
し
て
住
持
し
そ
の
整
備
に
尽
力
し
、
多
く
の
寺
宝
の
修
復
を
行
っ
て

い
る
。
そ
の
間
に
本
作
を
不
動
院
に
施
入
し
た
可
能
性
や
何
ら
か
の
形
で
制
作
に
関
与
し
て

い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
不
動
院
に
残
る
文
書
や
記
録
類
の
写
に
そ
う
い
っ
た

記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
従
っ
て
、
現
時
点
で
は
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
提
示
し
て
置
く
に

留
め
、
今
後
は
不
動
院
以
外
の
晃
海
関
係
の
資
料
調
査
を
も
併
せ
行
っ
て
い
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
今
回
、
本
作
を
収
め
る
桐
二
重
箱
の
内
箱
蓋
裏
に
は
、
不
動
院
十
八
世
亮
海

（
〜
一
七
〇
四
）
が
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
寄
附
す
る
と
の
金
字
銘
が
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
銘
文
は
あ
く
ま
で
内
箱
蓋
の
裏
書
で
あ
っ
て
、
本
作
の
制
作
年

を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
解
釈
に
よ
り
、
制
作
時
期
及
び
伝
来
に
関
し
て
い

く
つ
か
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
そ
の
可
能
性
を
整
理
し
、
次
の
よ
う
な
推
論
三

案
を
立
て
て
み
た
。

第
一
案
は
、
元
禄
五
年
に
亮
海
は
本
作
と
桐
箱
を
と
も
に
新
造
し
寄
附
し
た
。

第
二
案
は
、
元
禄
五
年
に
亮
海
は
既
に
所
持
し
て
い
た
本
作
を
新
調
の
桐
箱
で
寄
附
し
た
。

第
三
案
は
、
元
禄
五
年
に
亮
海
は
不
動
院
に
伝
来
し
た
本
作
の
桐
箱
を
新
調
し
寄
附
し
た
。

こ
の
う
ち
第
一
案
は
、
可
能
性
と
し
て
は
否
定
で
き
な
い
が
、
天
海
の
自
筆
賛
と
の
整
合

性
に
問
題
が
出
て
く
る
。
第
二
案
は
、
亮
海
が
不
動
院
入
寺
以
前
に
、
日
光
山
医
王
院
や
関

東
天
台
の
有
力
寺
院
の
一
つ
で
も
あ
る
調
布
深
大
寺
に
い
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
そ
の
可

能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。
第
三
案
は
、
寺
宝
の
修
復
や
桐
箱
等
の
新
調
施
入
は
し
ば
し
ば

行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
最
も
蓋
然
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
、
本
作

の
現
状
か
ら
修
復
や
補
筆
補
彩
と
い
っ
た
こ
と
が
な
さ
れ
た
可
能
性
も
浮
上
し
て
く
る
。
な

お
、
亮
海
寄
附
の
背
景
に
関
し
て
は
、
の
ち
に
紹
介
す
る
不
動
院
に
伝
来
す
る
「
東
照
宮
名

號
（
東
照
三
所
権
現
宝
号
）」
と
併
せ
後
述
し
た
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
作
は
元
禄
五
年
以
前
に
は
制
作
さ
れ
、
以
後
不
動
院
の
重
宝
と
し
て

伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
確
か
だ
。

２
　「
東
照
宮
名
號
（
東
照
三
所
権
現
宝
号
）」
図
⑭

そ
こ
で
次
に
、
本
作
を
考
察
す
る
上
で
大
変
重
要
と
考
え
ら
れ
る
、
不
動
院
所
蔵
の
「
東

照
宮
名
號
（
東
照
三
所
大
権
現
宝
号
）」
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
実
は
今
回
の
調
査
に
よ

り
、
既
に
天
海
筆
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
東
照
宮
名
號
」
は
、
本
作
と
全
く
同
じ
体
裁

の
桐
二
重
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
の
内
箱
蓋
裏
に
は
、
本

作
と
同
様
の
寄
附
銘
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
両
作
品
の
桐
箱
は
ワ
ン
セ
ッ
ト

㉓

㉔

㉕

と
し
て
寄
附
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
先
ず
は
、「
東
照
宮
名
號
」
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

①
　
基
本
情
報

　
不
動
院
所
蔵
「
東
照
宮
名
號
」　
一
幅
　

　
紙
本
墨
書
　
一
幅
　
　

　
寸
法
　
縦
七
三
・
七
セ
ン
チ
　
横
三
二
・
四
セ
ン
チ

　
神
号
　
　
　「
南
無
東
照
三
所
大
権
現
」

　
賛
文
　
　
　「
陰
陽
不
測
　
造
化
無
為
　
弘
誓
亜
佛
　
護
国
為
心
」

　
署
名
　
　
　「
三
国
傳
燈
　
山
門
探
題
大
僧
正
天
海
」

　
桐
外
箱
　
蓋
表
墨
書
　
　「
慈
眼
大
師
眞
筆
　
東
照
宮
名
號
　
　
江
戸
崎
　
不
動
院
常
什
」

　
桐
内
箱
　 

蓋
表
金
字
書
　「
慈
眼
大
師
眞
筆
　
東
照
宮
名
號
　
　
江
戸
崎
　
不
動
院
」
図

⑮

　
　
　
　
　 

蓋
裏
金
字
書
　「
元
禄
五
年
壬
申
仲
秋
吉
辰
　
　
當
院
十
八
世
亮
海
寄
附
」
図

⑯

　
旧
軸
裏
銘
（
軸
裏
に
貼
り
付
け
）　「
東
照
宮
寶
號
　
慈
眼
大
師
真
筆
　
江
戸
崎
　
不
動
院
」

　
付
属
　
文
書

 
『
東
照
宮
御
讃
由
来
　
東
光
寺
』　
紙
本
墨
書
一
枚

　
文
末
銘

　
　「
文
政
十
二
丑
年
七
月
八
日

　
醫
王
山
住
持

　
旭
峰
謹
記
」

図⑭「東照宮名號」

㉖

㉗図⑮　内箱蓋表

－ 8－



②
　
概
要

本
紙
上
部
に
は
、
天
海
が
家
康
を
神
格
化
す
る
根
拠
と
し
て
唱
導
し
た
「
山
王
一
実
神
道
」

に
か
か
わ
る
賛
文
「
陰
陽
不
測
　
造
化
無
為
　
弘
誓
亜
佛
　
護
国
為
心
」
が
記
さ
れ
、
そ
の

下
に
「
南
無
東
照
三
所
大
権
現
」
の
文
字
が
力
強
く
勢
い
の
あ
る
筆
で
大
書
さ
れ
て
い
る
。

東
照
三
所
権
現
と
は
、
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）、
日
光
に
家
康
が
東
照
権
現
と
し
て
祀

ら
れ
た
際
、
そ
の
配
祀
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
天
台
宗
守
護
の
山
王
権
現
と
摩
多
羅
神
の
三
神

を
意
味
す
る
。
こ
の
三
神
は
、
天
海
の
説
く
「
山
王
一
実
神
道
」
に
基
づ
き
合
祀
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
天
海
は
、「
東
照
大
権
現
神
号
」
と
並
ん
で
こ
の
宝
号
を
制
作
し
、
普
及
に
努

め
て
い
る
。
上
野
東
照
宮
や
和
歌
山
長
宝
寺
な
ど
に
も
、
賛
文
は
異
な
る
も
の
の
、
不
動
院

の
「
東
照
宮
名
號
」
と
同
形
式
の
宝
号
が
現
存
す
る
。

賛
文
に
続
く
署
名
は
、「
山
門
探
題
大
僧
正
　
天
海
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
名

號
が
天
海
自
筆
で
あ
れ
ば
、
天
海
が
大
僧
正
位
に
補
任
さ
れ
た
元
和
二
年
七
月
二
十
七
日
以

降
の
書
と
な
り
、
元
和
三
年
の
東
照
宮
賜
号
と
の
矛
盾
は
な
い
。
な
お
、
そ
の
由
来
を
文
政

十
二
年
（
一
八
二
九
）
七
月
八
日
に
不
動
院
三
十
九
世
旭
峰
が
解
説
し
た
『
東
照
宮
御
讃
由

来
』
も
、
付
属
文
書
と
し
て
「
東
照
宮
名
號
」
の
桐
箱
内
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

③
　
一
対
の
桐
二
重
箱

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
桐
二
重
箱
の
内
箱
蓋
裏
に
、
本
作
と
同
じ
元
禄
五
年

（
一
六
九
二
）
秋
に
、
亮
海
が
寄
附
す
る
と
い
う
金
字
銘
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
二
つ
の
桐
箱
は
全
く
同
じ
体
裁
で
整
え
ら
れ
、「
東
照
宮
名
號
」
が
本
作
と
一
対
で

あ
っ
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
更
に
近
年
修
復
さ
れ
た
「
東
照
宮
名
號
」
の
旧
軸
裏
銘
の
部

分
が
、
現
在
の
裱
背
に
貼
ら
れ
て
い
る
が
、
書
体
も
本
作
の
軸
裏
銘
と
同
筆
で
、
表
具
の
裏

地
も
同
じ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
両
作
品
は
、
同
じ
表
具
で
同
時
期
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
し
、
旧
軸
裏
銘
に
は
「
東
照
宮
寶
號
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
桐
箱
の
蓋
表
の

表
記
「
東
照
宮
名
號
」
と
は
微
妙
に
一
致
し
な
い
。
即
ち
、
亮
海
が
桐
箱
を
寄
附
し
た
時
期

に
、
表
具
も
整
え
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
が
い
ず
れ
に
し
て
も
、
元
禄
五
年
に
は
「
慈
眼

大
師
真
影
」
と
こ
の
「
東
照
宮
名
號
（
東
照
三
所
権
現
宝
号
）」
は
新
調
の
桐
箱
一
対
に
収

図⑯　内箱蓋裏

㉘

㉙

め
ら
れ
、
不
動
院
の
什
宝
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
と
い
え
る
。

　
そ
こ
で
次
に
、
本
作
と
「
東
照
宮
名
號
」
が
一
対
と
し
て
体
裁
を
新
た
に
し
た
、
元
禄
五

年
に
お
け
る
不
動
院
の
状
況
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

３
　
五
十
年
御
忌
と
不
動
院
の
檀
林
寺
申
請

実
は
、
元
禄
五
年
は
、
慈
眼
大
師
天
海
の
五
十
年
御
忌
に
当
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
年
、
亮
海
が
一
対
の
桐
箱
を
整
え
た
背
景
に
は
、
不
動
院
に
と
っ
て
こ
の
慈
眼
大

師
御
忌
が
格
別
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
同
年
六
月
二
十
一
日
、
不

動
院
は
本
寺
上
野
寛
永
寺
の
覚
王
院
と
仏
頂
院
に
対
し
、
檀
林
寺
へ
の
取
り
立
て
を
申
請
す

る
書
状
「
乍
恐
御
訴
訟
申
上
候
口
上
書
」
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
不
動
院

の
復
興
が
慈
眼
大
師
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
後
十
七
年
と
い
う
長
き
に
わ
た
り
住

職
で
あ
っ
た
こ
と
、
更
に
そ
の
お
陰
で
慶
長
年
中
に
は
百
五
十
石
と
な
り
ご
朱
印
状
を
拝
領

し
た
こ
と
等
々
、
慈
眼
大
師
と
の
関
係
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最

後
に
、
今
年
は
慈
眼
大
師
の
五
十
年
御
忌
の
年
な
の
で
、
格
別
の
憐
憫
を
持
っ
て
檀
林
寺
に

し
て
ほ
し
い
と
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

亮
海
は
不
動
院
住
持
中
に
、
他
に
も
客
殿
本
尊
釈
迦
如
来
と
脇
侍
文
殊
普
賢
を
新
造
し
、

六
寸
ば
か
り
の
薬
師
如
来
像
を
寄
附
、
撞
鐘
、
半
鐘
、
鏨
を
新
調
し
、
客
殿
や
書
院
の
修
補
、

葺
き
替
え
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
お
触
書
を
出
し
、
出
家
行
跡
威
儀
や
朝
暮
の
仏
事

勤
行
な
ど
細
か
い
規
律
を
定
め
て
い
る
。
恐
ら
く
、
こ
う
し
た
行
為
は
、
檀
林
寺
に
ふ
さ
わ

し
い
体
裁
と
内
容
を
整
え
る
た
め
必
要
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。

な
か
で
も
、
慈
眼
大
師
五
十
年
御
忌
の
年
、
ま
た
そ
れ
を
悲
願
で
あ
る
檀
林
寺
申
請
の
好

機
と
捉
え
た
不
動
院
に
と
っ
て
、「
自
筆
賛
」
と
明
記
す
る
「
慈
眼
大
師
真
影
」
と
同
じ
く

「
慈
眼
大
師
眞
筆
」
と
明
記
す
る
「
東
照
宮
名
號
」
を
一
対
の
桐
箱
に
収
め
、
什
宝
と
し
て

ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
は
、
不
動
院
と
慈
眼
大
師
と
の
関
係
を
印
象
づ
け
る
最
も
有
効
な
手
段

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
両
者
の
一
対
化
と
体
裁
一
新
は
、
檀
林
寺
申
請
運
動
の
一

環
と
し
て
も
、
深
い
意
味
を
持
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

４
　
修
復
・
改
作
の
可
能
性

　
最
後
に
、
亮
海
の
寄
附
行
為
と
本
作
の
画
面
に
お
け
る
図
様
変
更
と
の
関
連
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
作
に
は
明
ら
か
な
図
様
変
更
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
た
。

ま
た
像
主
の
背
後
に
は
他
に
見
ら
れ
な
い
処
理
が
な
さ
れ
て
も
い
た
。
本
作
の
桐
箱
裏
書
に

は
修
復
と
い
っ
た
こ
と
は
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
桐
箱
の
新
調
が
慈
眼
大
師
五
十
年
御

忌
の
年
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
軸
の
修
復
と
い
う
こ
と
が
同
時
に
行
わ
れ
た
可
能
性
も

㉚

㉛
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十
分
考
え
ら
れ
る
。

修
復
の
際
に
は
補
筆
補
彩
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
通
常
で
は
、
修
復
に
お
い
て
大

胆
な
改
作
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
元
禄
五
年
が
慈
眼
大
師
五
十
年
御
忌
の
年
で
あ
り
、

ま
た
不
動
院
に
と
っ
て
格
別
の
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
新
た
な
表
具
と
同
時
に
本

作
の
天
海
像
を
よ
り
神
格
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
更
す
る
可
能
性
も
無
い
と
は
い
え
な

い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
作
は
他
の
二
幅
の
シ
ン
プ
ル
な
構
成
に
対
し
て
、
御
簾
や
幔
幕
、

更
に
縁
を
付
け
加
え
る
な
ど
、
よ
り
複
雑
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
正
に
、
天
海
を

宮
殿
に
祀
ら
れ
る
神
と
し
て
描
き
拝
す
る
形
式
と
い
え
る
。
更
に
い
え
ば
、
金
を
多
用
し
た

画
面
や
金
地
の
賛
は
、
単
な
る
装
飾
の
為
ば
か
り
で
な
く
、
荘
厳
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を

意
図
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

不
動
院
の
悲
願
も
空
し
く
、
こ
の
元
禄
五
年
の
檀
林
寺
認
可
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
不
動
院

の
申
請
が
受
託
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
丁
度
五
十
年
後
の
寛
保
二
年
七
月
。
寛
永
寺
一
品

大
王
（
輪
王
寺
宮
）
よ
り
令
旨
が
下
り
、
不
動
院
第
二
十
三
世
良
賢
が
同
年
十
月
に
談
義
を

行
っ
て
い
る
。
即
ち
、
天
海
百
年
御
忌
の
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

結
び

　
本
稿
で
は
不
動
院
所
蔵
の
「
慈
眼
大
師
真
影
」
の
概
要
を
、
図
様
変
更
箇
所
や
箱
書
寄
附

銘
を
中
心
に
紹
介
し
、
現
段
階
で
は
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
以
前
の
制
作
と
の
結
果
を
得

た
。そ

の
制
作
者
に
つ
い
て
は
、
図
様
の
近
似
す
る
本
覚
院
本
、
全
水
寺
本
と
の
比
較
を
と
お

し
、
三
作
品
の
顔
貌
は
同
一
の
紙
形
な
い
し
そ
の
写
を
使
用
し
て
描
か
れ
て
い
る
可
能
性
を

指
摘
し
た
。
更
に
、
三
作
品
が
描
法
の
点
で
も
近
似
し
、
高
い
技
術
水
準
を
持
つ
こ
と
か
ら
、

同
一
系
統
の
絵
師
集
団
に
属
す
る
絵
師
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
。

そ
し
て
最
後
に
伝
来
と
図
様
変
更
に
関
し
て
、
同
じ
く
不
動
院
に
伝
わ
る
「
東
照
宮
名
號
」

の
寄
附
銘
と
の
共
通
性
に
着
目
し
、
本
作
は
元
禄
五
年
に
お
け
る
不
動
院
の
檀
林
寺
申
請
と

深
く
か
か
わ
り
、
図
様
変
更
が
な
さ
れ
た
可
能
性
を
提
示
し
た
。

い
ず
れ
も
推
論
の
域
を
出
ず
今
後
加
筆
訂
正
を
行
っ
て
い
き
た
い
。
諸
先
学
の
ご
教
示
、

ご
助
言
を
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
ま
た
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
よ
り
多
く
の
天
海
画
像

を
調
査
し
、
そ
の
図
像
系
統
と
絵
師
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
、
ま
た
天
海
筆
の
賛
と
の
比

較
検
証
な
ど
を
行
っ
て
い
き
た
い
。
大
方
の
ご
協
力
を
願
う
次
第
で
す
。

　
聊
か
で
も
、
本
稿
が
今
後
の
天
海
画
像
研
究
、
ひ
い
て
は
近
世
に
お
け
る
僧
侶
画
像
の
研

究
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

32

図
版
出
典

図
４
　『
日
光
山
と
徳
川
四
〇
〇
年
の
文
化
』
日
光
山
輪
王
寺
　
二
〇
〇
四
　
よ
り
転
載
。

　
　
　
他
は
筆
者
撮
影
。

付
記本

稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
不
動
院
住
職
瀧
川
真
澄
師
、
全
水
寺
住
職
村
田
庸
田
師
、
本
覚

院
住
職
大
照
晃
祐
師
に
は
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
稲
敷
市
立
歴
史
民
俗
資
料

館
森
田
忠
治
氏
に
は
格
別
の
ご
協
力
を
頂
き
ま
し
た
。
そ
し
て
日
光
山
輪
王
寺
宝
物
殿
に
は

快
く
写
真
転
載
を
ご
許
可
頂
き
ま
し
た
。
此
処
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

註① 

天
海
に
関
し
て
は
、
主
に
次
の
文
献
参
照
。

　 

『
慈
眼
大
師
全
集
』
上
・
下
　
寛
永
寺
　
一
九
二
三

　 

辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
』
岩
波
書
店
　
一
九
四
四
〜
五
三
、
一
九
八
四
復
刊

　 

曽
根
原
理
『
神
君
家
康
の
誕
生
』
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
八

　 

宇
高
良
哲
『
南
光
坊
天
海
の
研
究
』
青
史
出
版
　
二
〇
一
二
、『
南
光
坊
天
海
関
係
文
書

集
』
青
史
出
版
　
二
〇
一
六

　 

松
島
仁
「
狩
野
派
絵
画
と
天
下
人
」『
聚
美
』
三
　
二
〇
一
二

　 

菅
原
信
海
『
神
と
仏
の
は
ざ
ま
』
春
秋
社
　
二
〇
一
三

　 

宇
高
良
哲
・
中
川
仁
喜
編
『
南
光
坊
天
海
発
給
文
書
集
』
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
一
四

　 

榊
原
悟
『
狩
野
探
幽
　
御
用
絵
師
の
肖
像
』
臨
川
書
房
　
二
〇
一
四

　 

『
上
野
寛
永
寺
展
』
上
野
寛
永
寺
　
一
九
八
五

　 
『
日
光
山
輪
王
寺
展
』
日
光
山
輪
王
寺
　
一
九
九
二

　 
『
天
海
僧
正
と
東
照
権
現
』
栃
木
県
立
博
物
館
　
一
九
九
四

　 

『
日
光
山
と
徳
川
四
〇
〇
年
の
文
化
』
日
光
山
輪
王
寺

　
二
〇
〇
四

　 

『
徳
川
家
康
│
語
り
継
が
れ
る
天
下
人
│
』
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館

　
二
〇
一

六
　 

『
家
康
の
肖
像
と
東
照
宮
信
仰
』
岡
崎
市
美
術
博
物
館

　
二
〇
一
七

　 

『
徳
川
家
康
と
天
海
大
僧
正
│
家
康
の
神
格
化
と
天
海
│
』
川
越
市
立
博
物
館

　
二
〇
一

七
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② 

不
動
院
の
歴
史
に
関
し
て
は
、『
江
戸
崎
町
史
』
江
戸
崎
町
史
編
さ
ん
委
員
会
　
一
九
九

五
、『
江
戸
崎
町
史
編
さ
ん
資
料
（
六
）
近
世
史
料
編
（
一
）』
江
戸
崎
町
史
編
さ
ん
委

員
会
一
九
九
五
、『
茨
城
県
史
料
　
中
世
編
１
』「
不
動
院
文
書
」
解
説
、「
逢
善
寺
文
書
」

解
説
一
九
七
〇
、『
茨
城
県
史
　
通
史
編
４
　
中
世
』
一
九
八
六
参
照
。

③ 

二
〇
二
二
年
二
月
に
は
、「
稲
敷
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
」
に
お
い
て
不
動
院
調
査
の
結

果
報
告
を
兼
ね
た
不
動
院
を
中
心
と
す
る
展
覧
会
が
企
画
さ
れ
て
い
る
。

④ 

千
田
公
明
氏
は
註
①
の
『
天
海
僧
正
と
東
照
権
現
』
栃
木
県
立
博
物
館
　
一
九
九
四
に

お
い
て
天
海
関
係
の
美
術
品
に
関
し
て
総
合
的
に
論
じ
、
解
説
し
て
い
る
。

⑤ 

本
田
諭
「
栃
木
県
二
宮
町
・
全
水
寺
の
仏
像
と
仏
画
」『
栃
木
県
立
博
物
館
研
究
紀
要
』

25
　
二
〇
〇
八

⑥ 

大
西
芳
雄
「
絵
仏
師
木
村
了
琢
│
東
照
宮
深
秘
の
壁
画
に
つ
い
て
」『
東
京
国
立
博
物
館

紀
要
』
10
　
一
九
七
五
、
中
川
仁
喜
「
天
海
と
深
秘
の
絵
仏
師
に
つ
い
て
」『
山
家
学
会

紀
要
』
５
　
二
〇
〇
二
、
河
合
正
朝
「
熊
谷
稲
荷
縁
起
と
絵
所
神
田
宗
庭
」『
台
東
区
文

化
財
調
査
報
告
書
』
第
四
十
四
集
　
台
東
区
の
絵
巻
一
　
熊
谷
縁
起
絵
巻
　（
台
東
区
教

育
委
員
会
）
二
〇
一
二
、
藤
元
裕
二
「
浅
草
寺
に
お
け
る
神
田
宗
庭
の
画
事
│
寛
永
寺

御
用
仏
画
師
の
活
動
の
広
が
り
と
そ
の
限
界
│
」『
佛
教
藝
術
』327

　
二
〇
一
三

⑦ 

天
海
の
賛
に
は
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
天
海
像
の
場
合
は
こ
の
『
法
華
経
』

方
便
品
か
ら
の
引
用
句
が
多
い
。
天
海
像
に
は
自
賛
の
他
に
、「
守
信
」
印
の
あ
る
聖
衆

来
迎
寺
所
蔵
「
慈
眼
大
師
像
」
の
よ
う
に
、
輪
王
寺
宮
公
弁
法
親
王
（
一
六
六
九
〜
一

七
一
六
）
に
よ
る
賛
な
ど
も
あ
る
。

⑧ 

天
海
の
関
係
す
る
画
像
制
作
に
携
わ
っ
て
い
る
絵
師
に
は
狩
野
探
幽
を
筆
頭
と
す
る
狩

野
派
、
住
吉
如
慶
、
具
慶
と
い
っ
た
や
ま
と
絵
系
絵
師
達
の
他
に
、
木
村
了
琢
、
神
田

宗
庭
と
い
っ
た
名
前
を
代
々
継
承
す
る
深
秘
の
絵
師
と
言
わ
れ
た
仏
画
師
集
団
が
い
る
。

こ
の
深
秘
の
絵
師
達
は
、
主
に
仏
画
制
作
を
担
当
し
て
い
た
。
深
秘
の
絵
師
に
つ
い
て

は
、
大
西
芳
雄
「
絵
仏
師
木
村
了
琢
│
東
照
宮
深
秘
の
壁
画
に
つ
い
て
」『
東
京
国
立
博

物
館
紀
要
』
10
　
一
九
七
五
、
中
川
仁
喜
「
天
海
と
深
秘
の
絵
仏
師
に
つ
い
て
」『
山
家

学
会
紀
要
』
５
　
二
〇
〇
二
参
照
。

⑨ 

埼
玉
慈
光
寺
所
蔵
「
天
海
大
僧
正
像
」
な
ど
が
あ
る
。『
徳
川
家
康
│
語
り
継
が
れ
る
天

下
人
│
』
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館

　
二
〇
一
六

⑩ 

『
徳
川
家
康
│
語
り
継
が
れ
る
天
下
人
│
』
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館

　
二
〇
一

六
、『
徳
川
家
康
と
天
海
大
僧
正
』
川
越
市
立
博
物
館

　
二
〇
一
七
参
照
。

⑪ 

『
続
々
日
本
絵
巻
大
成

　
東
照
社
縁
起
』
中
央
公
論
社

　
一
九
九
四
、『
神
君
家
康
│
「
東

照
宮
縁
起
絵
巻
」
で
た
ど
る
生
涯
│
』
大
阪
城
天
守
閣
　
二
〇
一
七
参
照
。

⑫ 

埼
玉
喜
多
院
、
埼
玉
慈
光
寺
、
埼
玉
常
光
院
所
蔵
作
品
の
写
真
は
註
⑤
の
各
展
覧
会
図

録
に
掲
載
。

⑬ 

埼
玉
慈
光
寺
所
蔵
の
作
品
で
は
、
霊
雲
の
中
に
賛
を
記
し
、
御
簾
幔
幕
を
背
景
と
し
た

像
主
の
座
す
繧
繝
縁
の
上
畳
の
前
に
水
瓶
と
沓
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
天
海

像
の
各
種
パ
タ
ー
ン
を
合
わ
せ
、
各
種
要
素
を
取
り
入
れ
た
よ
う
な
性
格
が
見
ら
れ
る

点
、
興
味
深
い
。
但
し
、
像
主
の
向
き
は
逆
で
像
容
に
も
相
違
点
が
多
く
、
本
作
の
図

様
と
の
直
接
的
な
関
連
性
は
薄
い
と
考
え
る
。

⑭ 

『
天
海
僧
正
と
東
照
権
現
』
栃
木
県
立
博
物
館
　
一
九
九
四
の
千
田
公
明
氏
解
説
、
本
田

諭
「
栃
木
県
二
宮
町
・
全
水
寺
の
仏
像
と
仏
画
」『
栃
木
県
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
25
　

二
〇
〇
八
　
参
照
。

⑮ 

註
①
参
照
。

⑯ 

長
岡
宗
光
寺
は
天
正
十
八
年
多
賀
谷
重
経
に
よ
り
破
却
さ
れ
、
亮
弁
は
一
時
下
久
田
の

全
水
寺
に
移
り
伽
藍
を
修
営
し
て
新
宗
光
寺
と
称
し
た
と
さ
れ
る
。
全
水
寺
に
は
、
そ

の
折
宗
光
寺
よ
り
移
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
「
元
三
大
師
像
」（
角
大
師
）
な
ど
の
寺
宝

が
伝
わ
る
。（『
下
野
國
誌
』）
ま
た
全
水
寺
の
歴
代
に
関
し
て
は
、『
過
去
帳
』
を
拝
見

さ
せ
て
頂
い
た
。
そ
の
他
文
献
と
し
て
は
、
主
に
『
栃
木
県
史
　
巻
四
　
寺
院
編
』
一

九
三
四
、『
栃
木
県
史
　
史
料
編
　
中
世
五
』
一
九
七
六
、『
二
宮
町
史
　
史
料
編
Ⅱ
　

近
世
』
二
〇
〇
五
参
照
。

⑰ 

内
山
純
子
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
「
宗
光
寺
歴
代
譜
」
に
宗

光
寺
十
九
世
と
記
す
。「
天
台
茨
城
教
区
寺
史
」
天
台
茨
城
教
区
寺
史
刊
行
委
員
会
　
一

九
九
四
は
こ
の
説
を
と
る
。『
二
宮
町
史
』
で
は
宗
光
寺
二
十
世
と
す
る
。

⑱ 

『
上
野
寛
永
寺
展
』
上
野
寛
永
寺
　
一
九
八
五
、「
不
動
院
文
書
」「
不
動
院
記
録
」「
常

州
江
戸
崎
不
動
院
記
」『
江
戸
崎
町
史
編
さ
ん
資
料
（
六
）
近
世
史
料
編
（
一
）』
江
戸

崎
町
史
編
さ
ん
委
員
会
　
一
九
九
五
、『
茨
城
県
史
　
通
史
編
４
　
中
世
』
参
照
。
晃
海

は
不
動
院
に
残
る
絵
画
の
内
、
裏
書
に
天
海
が
真
筆
と
認
め
た
「
山
王
本
地
」「
五
大
尊
」

「
菅
丞
相
（
北
野
天
神
）」「
毘
沙
門
」「
十
六
善
神
」
の
修
復
を
行
っ
た
と
「
不
動
院
記

録
」
に
は
記
さ
れ
る
。

⑲ 

作
品
の
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
上
野
本
覚
院
御
住
職
大
照
晃
祐
師
、
二
宮
町
全
水
寺
御

住
職
村
田
庸
田
師
の
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
参
考
資
料
と
し
て
は
、『
寛
永
寺
及
び
子

院
所
蔵
文
化
財
総
合
調
査
報
告
』
第
二
巻

　
絵
画
編

　
東
京
都
教
育
庁
生
涯
学
習
部
文

化
課

　
二
〇
〇
一
、
本
田
諭

　
註
10
論
文
参
照
。
な
お
本
稿
脱
稿
後
、
本
覚
院
ご
住
職

よ
り
修
理
時
の
赤
外
線
写
真
を
拝
見
さ
せ
て
頂
き
、
本
覚
院
本
も
変
更
修
正
を
重
ね
て

絵
が
完
成
し
た
事
が
確
認
さ
れ
た
。
尚
本
覚
院
本
に
関
し
て
は
、
別
稿
を
持
っ
て
改
め
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て
論
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

⑳ 
『
徳
川
家
康
│
語
り
継
が
れ
る
天
下
人
│
』
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
　
二
〇
一

六
図
版
掲
載
。
賛
が
逆
と
な
っ
て
い
る
の
は
如
何
な
る
理
由
か
、
幔
幕
に
不
動
院
と
同

じ
く
、
二
引
両
の
家
紋
を
採
用
し
て
い
る
点
な
ど
、
今
回
実
作
品
調
査
に
は
至
っ
て
な

い
の
で
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

㉑ 

天
海
所
用
の
法
衣
と
し
て
は
日
光
山
輪
王
寺
に
青
地
錦
織
雲
紋
の
七
条
袈
裟
が
伝
わ
り
、

川
越
喜
多
院
に
は
鬱
金
色
の
法
服
、
聖
衆
来
迎
寺
に
は
木
蘭
色
の
袈
裟
及
鬱
金
色
の
袍

裳
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
註
①
参
考
文
献
及
び
『
戦
国
と
比
叡
　
信
長
の
焼
討
ち
か
ら
比

叡
復
興
へ
』
比
叡
山
国
宝
殿
　
二
〇
二
一
参
照
。

㉒ 

江
戸
時
代
十
七
世
紀
初
期
の
絵
画
界
で
は
、
俵
屋
宗
達
、
土
佐
光
起
、
岩
佐
又
兵
衛
ら

が
活
躍
し
、
天
海
の
麾
下
で
は
、
木
村
了
琢
、
神
田
宗
庭
が
深
秘
の
絵
師
と
し
て
日
光

東
照
宮
、
寛
永
寺
な
ど
の
仏
画
を
描
き
、
ま
た
狩
野
探
幽
や
住
吉
具
慶
も
加
わ
っ
て
、

東
照
権
現
像
を
盛
ん
に
描
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

㉓ 

本
作
の
基
礎
的
デ
ー
タ
参
照
。

㉔ 

不
動
院
第
十
八
世
亮
海
は
生
国
下
野
佐
野
、
始
め
日
光
医
王
院
に
住
持
、
次
い
で
武
州

深
大
寺
よ
り
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
不
動
院
に
入
り
住
持
十
五
年
、
の
ち
深
大
寺
に

隠
居
し
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
深
大
寺
に
て
寂
す
。
亮
海
は
住
持
中
、
積
極
的
に
不

動
院
の
堂
舎
や
本
尊
を
新
造
、
修
復
し
、
触
書
を
数
度
に
わ
た
っ
て
出
す
な
ど
、
そ
の

整
備
に
努
め
て
い
る
こ
と
が
、
十
九
世
覚
滇
の
記
し
た
『
不
動
院
記
録
』
に
覚
と
し
て

書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
慈
眼
大
師
真
影
」
や
「
東
照
宮
名
號
」
を
寄
附
し
た
と
の

記
述
は
な
く
、
こ
の
点
か
ら
も
、
寄
附
さ
れ
た
の
は
桐
箱
の
み
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

と
考
え
ら
れ
る
。『
江
戸
崎
町
史
編
さ
ん
資
料
（
六
）
近
世
史
料
編
（
一
）』
江
戸
崎
町

史
編
さ
ん
委
員
会
　
一
九
九
五
参
照
。
ま
た
、
亮
海
は
深
大
寺
第
五
十
三
世
擬
講
亮
海

と
し
て
深
大
寺
の
『
分
限
帳
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。『
深
大
寺
の
元
三
大
師
』
深
大
寺
・

調
布
郷
土
博
物
館
　
二
〇
二
〇
参
照
。
深
大
寺
は
天
海
が
敬
慕
し
た
慈
恵
大
師
良
源
（
元

三
大
師
）
の
信
仰
で
も
有
名
で
、
二
メ
ー
ト
ル
を
超
す
鎌
倉
時
代
作
の
木
造
「
元
三
大

師
像
」
を
有
す
る
天
台
宗
の
古
刹
で
あ
る
。

㉕ 

西
山
厚
「
僧
侶
の
書
」『
日
本
の
美
術
』　
５
０
２

　
二
〇
〇
八
に
天
海
筆
「
東
照
三
所

大
権
現
宝
号
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
箱
書
に
従
い
「
東
照
宮

名
號
」
と
表
記
す
る
。

㉖ 

不
動
院
第
十
九
世
覚
滇
筆
の
『
不
動
院
記
録
』
に
は
、「
慈
眼
大
師
御
直
筆
東
照
宮
之
写
」

と
し
て
、
同
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
覚
滇
は
元
禄
十
六
年
に
武
州
深
大
寺
よ
り
入
院
。

延
享
三
年
寂
（
八
四
才
）
彼
は
不
動
院
の
整
備
に
努
め
、「
大
般
若
経
」
を
新
調
し
、
ま

た
厨
子
入
り
「
慈
眼
大
師
木
像
」
を
新
造
し
て
い
る
。『
江
戸
崎
町
史
編
さ
ん
資
料
（
六
）

近
世
史
料
編
（
一
）』
江
戸
崎
町
史
編
さ
ん
委
員
会
　
一
九
九
五
参
照
。

㉗ 

第
三
十
九
世
旭
峰
は
北
總
小
見
徳
星
寺
か
ら
文
政
五
年
八
月
四
日
に
入
院
。『
江
戸
崎
町

史
編
さ
ん
資
料
（
六
）
近
世
史
料
編
（
一
）』
江
戸
崎
町
史
編
さ
ん
委
員
会
　
一
九
九
五

参
照
。

㉘ 

菅
原
信
海
「
家
康
公
を
祀
っ
た
天
海
の
神
道
」『
天
海
僧
正
と
東
照
権
現
』
栃
木
県
立
博

物
館
　
一
九
九
四
参
照
。

㉙ 

『
天
海
僧
正
と
東
照
権
現
』
栃
木
県
立
博
物
館
　
一
九
九
四
参
照
。

㉚ 

「
乍
恐
御
訴
訟
申
上
候
口
上
書
」『
江
戸
崎
町
史
編
さ
ん
資
料
（
六
）
近
世
史
料
編
（
一
）』

江
戸
崎
町
史
編
さ
ん
委
員
会
　
一
九
九
五
参
照
。

㉛ 

十
八
世
覚
滇
が
記
し
た
「
不
動
院
記
録
」『
江
戸
崎
町
史
編
さ
ん
資
料
（
六
）
近
世
史
料

編
（
一
）』
江
戸
崎
町
史
編
さ
ん
委
員
会
　
一
九
九
五
参
照
。

32 

寛
保
二
年
七
月
檀
林
と
し
て
認
め
る
「
御
令
旨
」
が
、
寛
永
寺
執
達
海
竜
王
院
智
韶
と

大
覚
王
院
覚
深
の
署
名
の
も
と
に
出
さ
れ
て
い
る
。『
江
戸
崎
町
史
編
さ
ん
資
料
（
六
）

近
世
史
料
編
（
一
）』
江
戸
崎
町
史
編
さ
ん
委
員
会
　
一
九
九
五
参
照
。
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